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日華事変開始以降，財政活動の増大と経済統制の強

化により，大蔵大臣の管掌事項と行政上の権限の拡大

は著Lいものがあった。これに伴って，大蔵省の機構

も戦時期にはいってから飛躍的に拡張された。機構の

拡張は本省のみならず，外局各機関に及んだ。特に徴

税関係，金融行政関係の部局の拡張が目だっている。
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易調整特別会計が設けられた。この特別会計は交易営 扱われる物資(米など)，さらに肥料，飼料の交易の調

団に対して差益，差損の調整を行なうばかりでなく， 整をも行なった。

同営団の取り扱わない専売物資および特別会計で取り

第5章戦時下の大蔵省機構の諸問題

いま，この状況を官制定員数の推移でみると，本省定

員は昭和11年には 327人であったものが，最もふえた

18年には.1，287人と約4倍になり，内国税関係の税

務定員は， 11年の 6，369人から20年の12，465人へと約

2倍にふえている。大蔵省は，戦時期を通じて非常に

大きな組織にふくれ上がったということができる。

第 1節予算税務部局の変遷

主計局の機構改正

予算の編成方式が，重要因策や資金・物資・労務等の

動員計画をもとにしてこれを予算化する方向に変わっ

ていったことはすで、に述べたが，こうした変化に伴い，

12年以降主計局を内閣に移管して予算編成機関と国策

統合機関とを併合すべきだという意見が，軍部や企画

院方面からしばしば提案された。これに対して，大蔵

省は税務行政と予算編成とは切り離せないとし、う見地

から強硬に反対し，この提案は実現されなかった。

主計局では予算編成の方式はかなり変わってきたが，

戦時期にはいっても，しばらくは従来の機構でこれに

対処していた。しかし，太平洋戦争にはいって内らは，

予算編成の商議中心主義が一段と進行し，また予算措

置が戦局に即応して臨機応変に敏速に行なわれなけれ

ばならぬため，大蔵省部内でも大臣・局長の直接的裁

量によるところが多くなった。

こうした事態に対処するため，昭和17年6月，主計
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局の機構の根本的改革が行なわれた。予算課，決算際，

調査課および15年9月新設の法規課の 4課から成る主

計局の構成は改められ，第一部，第二課，第三課，第四

課が置かれた。この改正によって，これまで予算編成

事務を統一的に担尚してきた予算課がなくなり，予算

調整の統轄は主計局長のもとで行なわれ，各省所管の

一般会計および特別会計の予算および決算に関する事

務は，第一課から第四課までの各課で，各省別に分割

して取り扱われるという機構になったのである。また

従来の予算課が所管した事務の一部は主として第一課

へ，決算課の事務は第四課へ，調査課の事務は第二課

へ，法規諜の事務は第三課へ引き継がれることとなっ

。
た

各課が分割して担当した省は次のとおりであるo

第一課大蔵省・陸軍省・海軍省

(17年11月の改正で大東亜省、 18年11月の改正で外務省

が加えられた。〉

第二課 内務省・司法省・文部省・厚生省

(18年8月の改正で外務省・商工省・逓信省を担当する
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ことになり，さらに18年11月の改正で軍需省・運輸通信

省を担当することになった。〉

第三課外務省・逓信省・拓務省

(17年11月の改正で拓務省削除。 18年8月の改正で内務

省・農林省を担当することとなり，さらに18年11月の改

正で担当は内務省と農商省となった。〉

第四課 農林省・商工省・鉄道省

(18年8月の改正で司法省・文部省・鉄道省・厚生省を

担当することとなり， 18年11月の改正で鉄道省は削除さ

れた。〉

以上のような機構改正によって，主計局は閣議で決

定される重要園策を予算化する事務を行なってきたが，

その事務がさらに中央集権化する傾向が強まり， 19年

6月に機構はさらに改革された。この改正によって，

第一課から第四課までが分割して担当していた各省所

管の一般会計および特別会計の予算・決算事務は第一

課にまとめられ，ここで総合的に扱われることとなっ

た。そして20年3月に至って第四課は廃止された。

2 主税局の拡充

馬場蔵相の大増税案作成以降，歴代の蔵相は増税方

針を決定し，税収増加のために税目の新設，徴収税額

の増加が次々と企画された。税制改正を審議する機関

として昭和6年から税制審議会が置かれていたが，こ

の審議会は馬場蔵相の時，税制調査会に発展し，財界・

官界・学界の税務専門家を集めた諮問機関となった。

主税局には，昭和11年6月，税制を立案する企画課が

新設され，税制調査会を諮問機関として新税法の立案

にあたった。

企画課は国税課と共同して， 11年9月，i増税および

税制大綱jを発表し， 12年には「臨時租税増徴法j，

「北支事件特別税法jを， 13年に「支那事変特別税法J，

「臨時租税措置法Jを， 14年には特別税法改正を立案

した。さらに15年の中央・地方を通ずる税制の大改正

は，企画課を中心として企画されたものであった。こ

のように，同課は日華事変下の税制改革と徴税機構強

化の立案機関となったわけであるが， 15年の税制改正

後， 12月に至って廃止された。

昭和15年の税制改正においては地方税制改正が重要
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眼目となり，これまでの臨時地方財政補給金制度が廃

止され，地方分与税制度が創設された。地方分与税は

地租，家屋税および営業税の還付税と，所得税，法人

税，遊興飲食税，入場税の一部の配付税からできてい

るo これによって地方財政は，国家の徴税機関の活動

に依存しまた国家機関は地方団体の税収入の監督を

強化する必要を生じたO この地方分与税に関する業務

と地方財務の調査監督を担当する部局として，昭和15

年12月，地方税課が新設された。

地方団体はこれまで地方債の発行について理財局地

方債課の監督を受けていたが，地方税課の設置によっ

て，税収入についても大蔵省の監督を受けることにな

ったわけである。なお，地方分与税制度の成立ととも

に地方分与金特別会計が設けられたが，この会計の歳

入事務については同局の経理課が管掌した。

昭和15年7月，同局に家屋賃貸価格調査課が新設さ

れたo 従来，家屋税は道府県において調査した賃貸価

格に基づいて地方税として賦課されてきたが， 15年の

税制改正の際， 17年度分から政府において調査した賃

貸価格に基づいて，国税として賦課されることになっ

た。 15年7月，家屋税法が施行されるに伴い家屋賃貸

価格調査課が設置され，この課を中心として，全国の

税務監督局および税務署が家屋の賃貸価格の調査を行

なうことになった。

3 地方徴税機関の強化

地方徴税機関の強化は，まず税務署の増設から始め

られた。昭和11年5月の税務署総数は 353であったが，

これが16年6月には 375に増加している。これを昭和

初年から11年までの聞に 8税務署しかふえなかったの

と比較すると， 1，. 、かに急激な増加で、あるかがわかるo

税務署数の増加のみならず，税務監督局，税務署の

管掌事務も著しく増加した。先に述べたように毎年税

制改正が行なわれ，そのたび、に課税対象の範囲は広が

り，納税人員は増加したO これに伴う徴税事務の増加

に加えて， 15年10月，会社経理統制令が施行されるに及

んで，税務監督局と税務署は会社経理統制の地方部局

としての役割をも果たすこととなった。すなわち「会

社経理統制令Jによって会社の利益配当，積立金，役

員および社員の給与などについて大蔵大臣の許可を受

けることとなったが，この許可事務のうち，資本金5∞

万円未満の会社については税務監督局が， 1∞万円未

満の会社については税務署が担当することになった。

このため税務監督局には会社監査部が新たに設けられ，

やがて16年7月財務局へと発展するとこになる(後述〉

が，税務署では直税課がこの会社経理統制事務を担当

したo

徴税機関の強化は，職員の急激な増加にもみること

ができる。官制定員だけでみても，税務監督局の職員総

数は昭和12年3月に 484人であったものが， 15年4月

には556人に増加し， 16年7月，財務局に改められる

に及んで 1，102人と急増している。税務署職員総数は

12年3月の 7，193人から年々増加して， 15年7月には

9，221人に達している。このほかに 1，000人を越す臨

時職員が採用されていたことを考えると，地方徴税機

関がし、かに強化されたかは明らかであるo

4 関税行政機関の強化

税関の業務はこれまで主として関税徴収と港湾行政

であったが，昭和11年以降，貿易統制の業務が新たに

加えられることになった。 11年7月，従来の総務課は

総務部に拡大され， i輸出組合法j，i輸出絹織物取締

法j，i輸出水産物取締法jまたは「重要輸出品取締法」

第5耳障 戦時下の大蔵省機構の諸問題

による輸出貨物の検関および取締りをも管掌すること

になったo12年9月には，検閲・取締りは輸入品にも

鉱張されるとともに，外国為替管理法による為替統制

事務をも税関で行なうことになり，税関の管掌事務は

急増した。

こうした業務の急増に対応して，税関の増設と定員

の増加も行なわれたo

昭和12年5月に名古屋税関が設置され，全国の税関

は横浜・神戸・大阪・門司・長崎・函館・名古屋の 7

カ所となった。税関支署は12年5月に40であったもの

が， 16年には45に増加したが，税関監視署は12年の52

から，16年には48に減少した。しかし，税関出張所およ

び、税関支署出張所の数は12年にわずか19であったもの

が， 15年6月の改正によって45に急増しさらに16年

12月の改正では97となっている。

税関の職員数もまた増加した。昭和11年7月に1，661

人であった官制定員総数が12年9月には 1，952人に増

加し， 16年 1月には 2，188人になっている。このよう

な定員の増加は税関業務の増大によるものであるが，

特に事務官補，監視，鑑査官補，監吏などの増員が著

しL、。また，輸出入取締りが強化されるにつれて事務

官補，鑑査官補等を中心とする臨時職員が採用され，

その数も.12年9月の98人から15年10月の 223人へと

年々増加している。このように判任官職員を中心に，

16年末の税関機構の大改正が行なわれるまで，税関職

員数は非常な勢いで増加していったのである。

第 2節金融行政部局の拡充

1 資金統制と理財局・銀行局

目撃事変から太平洋戦争へと戦争が拡大し長期化す

るにつれて，軍需品生産のための資金需要は非常な勢

いで増大していった。軍事費を中心として財政支出は

年々膨脹し，その財政支出をまかなうために増税も行
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なわれたが，財政の大部分は公債によっておぎなわね

ばならなかったため，公債の発行額も増加する一方で

あった。軍需品生産のための生産力拡充政策が歴代内

閣の最重要項目として掲げられたが，膨大な生産力拡

充資金を確保するためには経済のあらゆる分野におい

て統制を加えることを必要としたoすなわち，生産力拡
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充資金を確保するためには，多額に支出される財政資

金だけでは不足し，金融機関の貸出しをも必要とし

た。しかし，金融機関の資金はまた国債消化の源泉で、

もあり，インフレーションを抑制しつつ生拡資金を確

保するためには，従来のような金融の間接的統制では

もはや不足であったo国家機関が全面的に出動して，

民間の資金の流れを直接調整するという新しい統制が

必要となった。「臨時資金調整法」の制定に始まって，

「会社経理配当及資金融通令j，1"銀行等資金運用令」

等，次々に公布された資金統制法規によって資金統制

は強化され，太平洋戦争開始とともに，金融機構の再

編成も行なわれるに至ったO

こうした戦争経済の進展，経済統制の強化につれて，

大蔵省の行政部門のうち，理財局，銀行局，為替局を中

心とする金融行政部門は急速に膨脹した。しかも，こ

れら金融行政機関は監督行政機関から統制行政機関へ

とその性格を変えるとともに，日本銀行・正金銀行等

の半官的金融機関を行政補助機関化し，さらに金融機

関，事業会社の経理にまでも立ち入って統制を強化し

ていった。

(1 )理財局金融課の設置

昭和12年5月，理財局に金融課が設置された。従来，

金融に関する行政は理財局国庫課のー係の事務にすぎ

なかったが，馬場蔵相時代に賀屋主計局長が理財局長

に転じた時，公債政策，金融政策等について研究する

ため調査係を作った。その後の情勢の発展はこの係の

役割をしだいに大きなものにしていき，金融政策を全

般的に企画する課がここに新たに設られることになっ

たわけであるo

金融課は同時に設置された銀行局調査課(後述)と

ともに金融統制法規立案の中枢機関となった。まず，

「臨時資金調整法」を立案し，昭和13年には「産金法j，

「金準備評価法j，r金資金特別会計法」の，金に関する

3法律を立案した。 14年からは企画院を中心として国

家総動員計画の一部となる資金統制計画が作成され，

資金の調整もごの計画のもとに包含されたが，金融課

はこの統制機構の一翼をになったo
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金融課設置当初は15人ほどの課員であったが，資金

統制が強化されるにつれて同課の取り扱う事務は法規

立案のほか資金調整の実行から会社利益配当および資

金融通令に対する会社経理の統制事務にまで及んだた

め， 15年にはいると，高等官12人，判任官80人を擁する

一局をなすほどの課に膨脹した。 15年12月，同課は企

画課と改称され，金融の総合的企画部局となった。

(2)銀行局調査課の設置

理財局金融課とともに発足した銀行局調査課は，金

融統制法規の立案にあたるとともに，特別銀行課から

銀行債券に関する事務を，また普通銀行課からは金融

機関業務の統制事務および信託に関する業務のうち担

保付社債信託法の施行事務を受け継いで管掌した。

「臨時資金調整法」の実施にあたって，一般的な資

金調整の中心になったのは理財局で、あったが，銀行局

が担当したのは，時局産業が必要とする資金の供給を

促進するための措置と，資金供給者たる金融機関自体

の事業資金貸付けを統制することであった。調査課は

金融機関および証券引受業者の資金調整を担当したほ

か，日華事変以後銀行局が新たに管掌することになっ

た金融機関への監督・統制業務はほとんど同課にまか

せられた。昭和13年2月には「生命保険会社j，日年12月

には「ピルブローカー」も同課の監督下に置かれた。

(3)庶民金融課の新設

金融機関の資金面からする統制とともに，金融機関

そのものの整備統制のための政策が進められ，広田内

閣以降，銀行合同政策が取り上げられたが，この合同

政策に並行して中小企業者に対する金融機関の整備，

そのために少額金融担当の専門的行政機関を作ること，

それと同時に庶民金融機関をも金融統制の中に組み入

れることが必要となった。

このような意図からs昭和11年10月，銀行局に庶民金

融課が新設された。同課の事務の中心は庶民金庫を設

立することであった。このほかに，これまで特別銀行

課の所管であった無尽業，市街地信用組合に対する監

督事務が同課に移され，さらに産業組合中央金庫，商

工組合中央金庫の監督事務を新たに管掌した。「庶民

金庫法jは「恩給金庫法」とともに馬場蔵相のもとで

立案されたが，内閣総辞職のため実現せず， 13年3月

に至って議会を通過，成立した。同年7月から庶民金

庫，思給金庫は同課の管理下に置かれた。

こうして庶民金融課は，庶民金庫をはじめとするす

べての小口融資機関を監督するのみならず，庶民金融

制度全般を整備する役割を持った。また，軍需生産増

強につれて民需産業に携わっていた中小企業は打撃を

こうむり，転業するか廃業するかして大軍需企業の下

請機関となっていった。庶民金融課は，中小企業の転

業のための資金を供給する措置を講じ，金融統制が強

化されるなかで生産力拡充政策と金融機構の再編成を

補充する役割を果たしたのであった。 15年から商工組

合中央金庫の拡充が図られ，転廃業をしようとする商

工業者のために国民更生金庫の設立が計画された。同

金庫は， 16年4月に設立され庶民金融課の管理すると

ころとなった。

(4)理財局外事課の設置

日華事変の進展とともに中国本土への投資は急速に

増加し，鉱山業，突通業，土木事業等への直接投資は

年ごとにふえていったo一方，満州への投資額も彰脹

していった。これらの投資には民間資本だけでなく，

国家資本も加わり，国家機関の援助のもとに行なわれ

た。しかも投資は長期的・固定的なものであったから，

日本の国家機関はこれを保護するために，満州‘い中国

本土における財政・金融機構の改革にも手を伸ばすこ

とが必要であったo こうした情勢に対処して，対外投

資を促進し，また，満州・中国における財政金融行政

を専門的に管掌する新しい部局を作ることが考えられ

た。

これまで対外投資に関する事務は理財局国庫課の}

係で管掌Lてきたが，対満投資が増大するとともに，こ

の事務は非常に増加したo また対満事務局が設けられ

ていたが，これは主として一般行政を担当するもので

あったoそこで，昭和11年7月に，官房に財政経済調

査課が設置され，満州における財政金融機構の整備と，

日本側の国策会社設立に関する事務を担当することに
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なった。同課はこのほか一般の財政経済事務の調査を

も担当したから，対満支投資が増大するにつれて，こ

れらに関する事務を再び理財局に移す必要が生じた。

こうして12年10月，理財局に外事課が新設されること

になった。

外事課の主要担当事務は，海外における財務と対外

投資および大蔵省部内各部局課の主管に属する海外関

係の連絡調整であった。しかし，実際の活動は主とし

て満州・支那・北鮮への日本資本の投下を促進するこ

とであって，満州および北支・中支政権の財政，通貨

政策，貿易為替管理，産金，貯蓄奨励，関税行政，資

金計画等の全面的な指導で，北支部開発株式会社，中

支那振興株式会社を中心とする資源開発会社の経営等

で、あった。こうして外事課は，対満事務局の財政金融

行政の面を補強する機関としての役割を果たすことに

なった。

2 会社経理統制と会社部

すでに述べおように， r臨時資金調整法」が施行さ

れて資金の供給と需要は竃接的に統制を受けるように

なったが，資金の需要者側に対する統制は，昭和15年

10月の「会社経理統制令」によっていっそう強化され

るに至った。この統制令によって会社の経理はほとん

ど全面的に政府の統制・下に置かれることになったが，

これを行なうには膨大な統制機構を必要とした。そこ

で， r会社経理統制令」の施行とともに，理防局内に

金融課から分かれて資金調整課が設置された。また，利

益配当および積立金ならびに役員および社員給与の統

制を担当する配当給与課が新設された。さらに12月に

は会社の経理検査を担当する監査課が設けられた。

これらの課はいずれも応急措置として設けられたも

のであったが，全調の会社経理の統制を行なうために

は，中央・地方を通じて統制機構を鉱大する必要があ

った。そこで，中央機関には理財局内の金融統制部門

を独立した一部局としてあて，地方機関には税務監督

局，税務署を活用することが大蔵部内で提案された。

昭和16年7月，これまで理財局内にあった資金調整
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課，配当給与課，監査課が合併して新たに会社部が設

置されることになったo会社部は，もつばら「臨時資

金調整法Jおよび「会社経理統制令」の施行に関する

事務を取り扱う部であって，部内に総務課，資金調整

課，経理統制課の 3課が置かれた。会社部には書記官・

事務官，属のほか技師や会社監査官が置かれ，定員総

計 107人であった。さらにこのほか民聞から選ばれた

者が参与に任命された。参与は主として経済界から内

閣が任命し，任期は 1年であった。これらの参与(最初

に選ばれた参与は渋沢敬三ら15人〉は，実際には重要な役

割を果たさなかったが，形式的にもせよ，統制的性格

の行政部局に民聞から参与を選任したことは注目すべ

きことである。

「会社経理統制令Jの施行によって，全国のほとん

どの会社は，その経理について大蔵大臣またはその他

の主務大臣の許可もしくは認可を受けるべき事項が多

くなった。このため同令は，税務監督局長および税務

署長が大蔵大臣の行なう許可事務の一部を代行するこ

と，各会社の資産内容や経理状況に関し報告を徴し

または業務状況，帳簿書類その他の物件を検査しうる

ことを規定した。こうして税務監督局と税務署は，会

社経理統制の地方部局としての役割をも果たすことに

なった。

なお，会社経理統制にあたって，事案の重要なもの

を付議するために会社経理審査委員会が設けられたO

資金調整の場合にも臨時資金調整委員会と臨時資金審

査委員会の二つの委員会が政府部門に設けられたが，

これはし、ずれも内閣総理大臣の監督のもとに置かれて

いた。しかし，会社経理審査委員会は大蔵大臣の監督

に属し，大蔵次官を会長として14人以内の委員および

臨時委員で組織され，この下に幹事が置かれた。同委

員会の審議する事項は， r会社経理統制令」の運用方

針，資本金1，(削万円以上の会社についての許可・承

認に関する処分や指定，命令もしくは制限に関するこ

と，その他主務大臣が付議するを適当と認めたことが

そのおもなもので，統制令運用上最も重要な問題を扱

ったのであるo しかし，この委員会の委員は大部分が
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関係各省、の職員から構成され，しかも大蔵省職員がほ

とんど委員会の運営を主宰していたから，実際には委

員会独自の方針が発揮され，それが具体化したという

場合はあまりなかった。

会社部は昭和17年11月再び理財局に合併されるが，

それまでの間，会社経理統制機構の中心として重要な

役割を果たしたのである。

3 為替管理と為替局

軍需生産を中心とする生産力拡充政策が進められる

につれて，園内に軍需資源の乏しいわが国では，生産

の拡大はそれだけ輸入物資の量を増加させることとな

ったO この状況を反映して，わが国の為替相場は昭和

11年秋以降下落を続け，為替の維持は困難となった。

そこで，緊急物資以外の輸入の抑制によって貿易の均

衡を得ることが考えられた。

昭和11年秩に「外国為替管理令」の改正が行なわれ

て取ヲ!の取締範囲が拡大され，12年にはし、ると，輸入為

替に許可制がしかれた。さらに日華事変が勃発すると，

輸出入為替，無為替輸出入取ヲiに関する取締りはさら

に厳重になった。このように為替管理が為替相場維持

の段階から貿易統制にまで進むにつれて，為替管理事

務は急激に増加したため，それに対応する機構の拡充

が必要となった。

昭和12年5月，従来の外国為替管理部は為替局とな

り， 1"外国為替管理法」の施行のみならず，対外金融に

関するあらゆる統制，為替市場の統制等を管掌するこ

ととなったo

為替局には初め総務課，管理課，外資課の 3課が置

かれたが，同年7月には管理課がこつに分れて第一管

理課，第二管理課となり， 13年2月にはさらに第三管

理課が設けられた。総務課は銀行・両替商の為替取引

の取締り，金の輸出，外国為替相場のとりきめ，外国

為替管理等を管掌した。第一管理課は金属，機械，石

炭の輸入代金の決済に関する取引または行為の取締り

およびそれらの貨物の無為替輸入の統制を担当し，第

二管理課は金属，機械，石炭以外の輸入貨物取締りを

担当した。第三管理課は貿易外海外支払に関する統制

を行なったo また外資課は外国通貨をもって表示する

証券，債権，債務の取得または処分に関すること，証

券の輸出入，外国居住者に対する邦貨表示の債権・債

務および在外財産の取得処分の取締りを管掌した。

為替局は，はじめ主として輸入為替の取締りの強化

に即応してその機構を拡大していった。しかし 13年

半ば以降，政府の貿易政策は日華事変当初の輸入抑制

から輸出振興策に転じ，為替局もこの状況に対応する

機構の改革を行なう必要が生じた。こうして13年5月，

同局の機構は根本的に改正された。

総務課，輸入第一課，輸入第二課，輸入第三課，送

金課，輸出課，外資課，検査課の 8課が同局に設置さ

れた。総務課は従来の事務を受け継いだものであった

が，輸入課は第一課から第三課まで輸入為替の統制お

よび無為替輸入の許可事務を分掌し，送金課では貿易

外海外支払に関する統制を，輸出課は輸出為替の統制

および無為替輸出の許可事務，検査課では為替管理法

の実施状況に関する検査事務を分掌した。

昭和15年 9月に至り日独伊三国同盟が締結されると，

英米など「反枢軸国Jの対日経済圧迫はいっそう激し

くなった。こうした情勢のなかで貿易を発展させ，軍

需資源を確保するためには，ますます為替・貿易に対

する国家の統制力が強められることとなった。周年10

月に管理令が改正され，無為替輸出入の統制は一段と

強化された。これに伴って12月に為替局の機構改革が

再び行なわれ，同局は総務課，輸入第一課，輸入第二

課，輸出第一課，輸出第二課，送金課，外資課，検査

課の 8課となって，輸出入為替の統制を行なう体制を

整えたのであった。

昭和16年2月の為替管理法改正は，一段ときびしさ

を増した国際経済の情勢に対処するための為替管理の

戦時的編成替えを示すものであったo この改正によっ

て為替・貿易統制は強化され，また，為替統制jは日本

銀行と横浜正金銀行が為替局と協力して行なうことと

なった。
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なお，為替局に外国為替管理委員会および外貨評価

委員会が置かれた。また， 13年には7人の為替局参与

が民聞から選ばれ，任命された。

4 監理局の移管

昭和16年12月，商工省の監理局が大蔵省に移管され

た。初代監理局長長谷川公ーによれば， 1"大東亜戦争

が始まる一週間ぐらい前に，商工省の監理局が名前も

そのまま， 2∞名の局員もそのまま大蔵省に移った。

賀屋大蔵大臣がわざわぎ商工省に来て，大蔵省に監理

局の仕事が移る趣旨を局員を集めて話したので，みん

な了承して移った」ということである。

すなわち，従来，保険，取引所，有価証券業者等の

監督は商工省所管であったが，金融行政の統ーという

見地から，これらの業務が大蔵省に移管されることと

なったわけであるo

監理局は昭和16年12月13日新設され，同局には監理

課，保険課，戦時保険課の 3課が置かれた。

監理課は，取引所法，計理士法の施行に関すること

および有価証券業取締法，商品券取締法の施行に関す

る業務，また国家総動員計画に関する事務で保険会社，

取引所等に関する取締りを管掌したo保険課は，保険

政策一般および「会社経理統制令J.1"銀行等資金運用

令」の施行に関する事務で保険金社に関する業務を担

当した。戦時保険課は「損害保険国営再保険法」に関

することおよび戦時海上保険補償に関する業務を管掌

したo

同局は昭和17年11月1日から， 1"戦時保険臨時措置

法」施行に関する業務，思給金庫に関すること，その

他の業務をも管掌することになったが，翌18年11月の

官制改正によって銀行局と合併し，銀行保険局となっ

た。

監理局もほかの金融行政機関と同じく，戦争経済の

進展，経済統制の強化につれてその業務が増大すると

ともに，監督行政統制機関から機関へとその性格を変

えていったのであるo
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第 3節貯蓄推進機構の拡充と預金部

1 貯蓄奨励の機構とその活動

(1)国民貯蓄奨励局の新設

戦時財政の進展のなかで，悪性イシフレを抑制しな

がら財政資金と生産力拡充資金を調達するために，金

融政策の一環として重点がおかれることになったのが

国民貯蓄の奨励であった。この重要な政策を推進する

機関として，昭和13年4月，国民貯蓄奨励局が大蔵省外

局として新設された。同局の長官には大蔵次官があた

り，次長1人，書記官2人，事務官3人，属15人が配

属された。同局には総務課，第一課，第二課，第三課

の4課が置かれた。総務課は国民貯蓄奨励の総合計画

を分掌l."第一課は三重県・岐阜県・石川県以東の東

部地方の国民貯蓄を，第二課はこれより西の西部地域

の国民貯蓄の奨励計画を分掌した。第三課の担当は国

民貯蓄奨励の実施状況の調査であった。

同局は貯蓄奨励を推進する中心的機関であったが，

貯蓄の性格から，その実行にあたっては強制的形態で

はなく，国民運動として自発的に行なわれる必要があ

った。そのため，同局は民間の国民貯蓄奨励団体を具

体的実行機関として活用した。

同局に大蔵大臣の諮問機関として国民貯蓄奨励委員

会が設置された。この委員には各省次官，貴衆両院議

員，学識経験者が任命され，また各省の関係局長が幹

事として各省と緊密な連絡をとるよう参加した。この

委員会の諮調に基づいて同局総務課で国民貯蓄奨励運

動の総合的計画，貯蓄目標額などが立案された。

同局の地方機関として，国民貯蓄奨励支局が置かれ

た。支局の設置にあたって大蔵省の地方機関である税

務監督局や専売局を利用する案も出されたが，内務行

政のほうが広く国民にゆきわたっているから，その機

関と結びつけるほうが実行上便利であるという見地か
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ら，内務省系の市町村の機関が支局にあてられた。

民間の外郭団体としては，国民精神総動員中央連盟

が中心となり，宗教団体，教化団体，在郷軍人会，青

年団，婦人会等すべての加盟団体を動員した。民間の

中央機関は，大政翼賛会が結成されたのちには，同会

がこれにあたった。

国民貯蓄奨励局は，貯蓄組合の設置に力をいれた。

同局で貯蓄組合規約のひな型を作ってみずから指導に

あたるとともに，府県庁を地方における中心機関とし

て組合設置の指導と奨励にあたらせた。こうして貯蓄

組合は，官公署内の組合，商工業者の団体，青年団等

各種団体内の組合，市町村の町内会・部落会等の地域

別の組合の 4つの型に分類された。同局の指導・奨励

によって貯蓄組合の結成は国民各層の中にしだし、に浸

透して， 13年末には組合数31万，組合員1，ωo万人に

達し， 15年には組合数は 50万を越え，組合員も 3，300

万人に達するに至ったo

また，金融機関も貯蓄奨励の機構として利用された。

普通銀行，貯蓄銀行，信託会社，無尽会社，信用組合，

商業組合，工業組合には積撞的に預貯金，金銭信託の

吸収などを行なわせ，また，郵便局には簡易生命保険

の加入を勧誘させた。

貯蓄運動の実施にあたって貯蓄目標額が決定される

と，それが中央から各府県に割り当てられ，府県から

郡市町村さらには隣組までゆきわたった。割当基準は，

道府県の人口，生産額，租税額，金融機関等における

従来の預金実績額というものを総合して決定された0

15年にはいると貯蓄目標額は120億円に達したが，道府

県に割り当てたばかりでなく，この年から銀行・郵便

局等の金融機関に対しでも目標額が決められるように

なった。こうして，初めは精神運動として国民の理解

を求める啓蒙活動に重点がおかれていた貯蓄運動は，

しだし、に強制化する傾向を示しはじめるのである。

(2)国民貯蓄奨励局の舷充

太平洋戦争開始によって貯蓄奨励政策はいっそう強

力に進められることになった。貯蓄目標額をみても，

昭和15年の 120億から16年には 170億， 17年には 230

億， 18年には 270億， 19年には 410億， 20年には6∞億

と，毎年飛躍的に増加している。この膨大な目標額を

達成するために，民間に組織されたあらゆる貯蓄組合

が整備され強化された。昭和16年3月には貯蓄組合の

機構を法人化し，これを指導監督し保護助成する目的

をもって「国民貯蓄組合法」が制定された。

一方，貯蓄奨励政策は国民所得の配分計画，国債消

化政策，租税徴収計画等の諸国策との関連において，

戦時金融政策の一環として総合的見地にたって計画・

遂行されねばならなくなった。

こうした状況に対応して， 16年12月，国民貯蓄奨励

局の機構改革が行なわれ，同局の構成は総務課，奨励

課，組合課，企画課となり，貯蓄運動の奨励事務は奨

励謀に集められ，貯蓄政策の企画は企画課が分掌する

こととなった。

昭和17年11月，これまで、外局であった同局は本省内

局に吸収され，その名称は「奨励」の2字をとって国民

貯蓄局と改められた。同局には総務，計画，指導，組合

の4課が置かれた。総務課は国民貯蓄に関する事務の

連絡総合のほか，貯蓄思想の普及宣伝，奨励運動の指

導，貯蓄功績者の表彰，貯蓄組合に対する助成金に関

する事務を，計画課は貯蓄目標額，貯蓄計画に関する

事務を，指導課は地方の貯蓄指導に関する事務を，組合

課は国民貯蓄組合に関する事務を分掌した。 18年3月，

組合課は特別施設課となり，貯蓄組合のみならず，あ

らゆる職域商工業その他各種業域の国民貯蓄，特殊収

入の闇民貯蓄化，貯蓄源泉酒養の指導を担当すること

になったo 同課の事務量は増加する一方であったため，

19年4月に至って，職域課と戦時生活課の 2課が新し

く設けられて業務を分担することとなった。職域課は

あらゆる職域・業域の国民貯蓄増強政策と，新たに制

度化された合同貯蓄・療泉貯蓄および振替払制度の事
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務を，戦時生活課では貯蓄源泉の緬饗に関する事務を

取り扱った。特別施設課は特殊収入の貯蓄化，法人の

貯蓄，戦時納税貯蓄，預金者の国民貯蓄組合，貯蓄券，

国民貯蓄の増強に関する特別施設の実施に関する事務

を担当した。

昭和19年以降は行政上の機構縮小の要請によって，

国民貯蓄局内の各課は合併され，あるいは廃止されて，

20年5月には計闘課と指導課の 2課を有するだけに縮

小されたo

国民貯蓄局は，大衆の少額資金を吸収して，軍需生

産増強のためにあらゆる資金を供給しようとした戦時

金融政策を補充する機関であった。

2 預金部の拡充

預金部は昭和7年に本省から外局として独立して，

国家的金融機関となったが，預金部資金は毎年増加し，

12年末には50億円近くに達した。資金の増加に伴って

その事務量もふえたので，それに対処する機構の拡張

が考えられることとなった。

昭和12年5月，預金部の名称は預金部資金局と改称

され，預金部支部は支局となった。この改革は，資金

運用計画を樹立するための組織の整備と，融通先の実

地調査事務の激増に対応する体制を作るために行なわ

れたものである。そして局長のもとに理事1人が新た

に置かれることになったが，この理事は運用部長を兼

ね，預金部内外の各機関と連絡をとって運用計画樹立

を総括するものであったo

この改革で，従来の2課制を廃して部および醸を設

けることとなった。すなわち，従来の運用線は運用部

に昇絡しその下に資金課と運用擦が置かれ，監理観

と考査課は合併して監理部となり，その下に監理課と

考査課が置カhれた。

この機構の拡張以後も預金部資金は毎年増加してい

った。その原因は主として貯蓄奨励運動の推進によっ

て郵便貯金の預け入れが増加したこと，f臨時資金調整

法」が制定され，同法によって日本勧業銀行は割増金

付の貯蓄債券および報開債券を売り出したが，これら
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の債券の売上金が全額預金部に預け入れされたこと，

また，預金部が積極的に政府資金の余裕金をできるか

ぎり預金部に預け入れさせたことなどによる。

預金部資金の増大に伴って，その資金の運用範囲も

従来より拡大されることになった。これまで国債に対

する投資および資金の地方還元を図るための地方資金

の融通が主で、あったが，日華事変が進行するにつれ，

各特殊会社の社債を市場で発行するに際して，その社

債の買入れにも運用範囲を広げた。つまり預金部は，

大衆の零細な資金を吸収して，これを軍需生産拡充資

金と財政資金の供給にあて，民間金融機関の資金の軍

需生産資金への動員を補充する役割をもったのであ

る。

預金部の活動範囲の拡大につれてその事務量は増加

した。特に運用部では，金融市場の調整のための短期

運用，これに関する調査事務，日本勧業銀行売出しの

貯蓄債券および報国債券の発行，消化方法，諸般の調

査などの事務が増加した。また監理部で、は，運用口数

の増加に伴って元金の回収，利息の受入れ，資金台帳

の整理等の運用資産の監理事務や融通先の実地調査に

関する事務が急、増した。

こうした事態に対応して預金部職員数も増加してい

った。預金部官制定員によると， 12年5月に 262人で

あったものが， 15年12月には477人に増員されているo

このように増加した所管事務を新たな組織で行.なう

ために，昭和16年7月，機構の改革が行なわれた。こ

の改革は中央組織の改革とともに，後に述べるよう・に

財務局が地方機関として設置され，地方の預金部事務

を同局が担当することになったので，支局および出張

所を財務局に移管することにあった。

この改革で預金部資金局の名称はまた預金部と改め

られ，同局の構成は総務部と運用部，総務部の中に総

務課，資金課，監理課の 3課が，運用部の中に運用第

一課，運用第二課，考査課の 3謀が置かれるという形

になった。また，この改正で理事は2人となったが，

職員数は事務官，理事官，属を中心に著しく減員され，

104人と前年の 4分の 1に減少した。これは宝として

中央機関の職員が財務局に派遣されたことによるもの

であった。

昭和17年11月に行なわれた行政簡素化のため，機構

改革によって預金部は資金局と改称され，内局に編入

された。さらに18年11月の改革で理財局に合併される

こととなった。

第 4節行政簡素化に伴う機構の廃合

1 昭和17年の行政簡素化に伴う機構の再編

昭和17年11月，大東亜省の設置に伴って行政機構全

般の改革が行なわれたが，この改革は，行政を簡素化

し，戦局に即応する体制を整えるとともに，簡素化に

よって経費と人員の節約を図ることを目的としたもの

であった。

大蔵省においても，本省および外局の機構の改正が

行なわれた。国民貯蓄奨励局が国民貯蓄局に，預金部

が資金局とそれぞれ改称され，外局から内局に編入さ
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れたことはすで、に述べたが(第3節)，外局であった営

繕管財局もこの改正で内局に編入された。新たに総務

局が設けられたほか，会社部が理財局に合併され，為

替局が外資局と改称されるなど，全面的な機構改正が

行なわれ，日華事変以来拡張しつづけた機構は全体と

して縮小に向かうこととなった。

(1 )総務局の新設

内局に新設された総務局には，従来大臣官房にあっ

た文書課，企画課，考査課(17年 1月から行政考査制度が

施行され， 'これによって設置された〉の 3課が移された。

この結果，官房は秘書課と会計課の 2課に縮小され

た。また，これまで理財局にあった地方債課が移管さ

れて総務局の地方財務課に入れられた。

文書課は，公文書類および成案文書の接受発送なら

びに公文書類の編纂保存，統計報告の調整に関する事

項を管掌した。企画課は，国家資金の動員および配分

に関する総合計画の哉定，財政および金融に関する総

合計画の設定に関する事項を管掌し考査課は行政の

考査一般に関する事項を管掌した。地方財務課は，各

道府県市町村および公共組合の歳計・諸収入・公債に

関する事項および財務の監督，擢災救助基金に関する

事項を管掌した。

昭和18年7月， r企業整備資金措置法」の施行に伴

って，その事務を担当するため，同局に企業整備課が

新設された。同年9月，文書課と考査課の管掌事務の

一部に変更があったが， 11月に至って再び全面的機構

改正が行なわれたため，同局の課にも改正が加えられ

ることとなる。

(2)主税局の拡充

太平洋戦争の開始以来，臨時軍事費を中心に財政規

模はいっそう膨脹し，巨額の経費をまかなう財源は，

租税の相次ぐ増徴と公債の増発，占領地からの借入金

等によってまかなわれたO 歳入総額の中に占める租税

の割合はしだいに低下していったが，租税収入は財政

の基礎を強固にするため絶対に必要であり，太平洋戦

争期にはいってからも，しばしば増税が行なわれたo

主税局はこれら増税案の立法にあたるとともに，徴

税の確保，徴税機構の整備につとめた。そのため，主

税局の中でも国税課と経理課の事務が特に増加した。

17年11月の機構改正によって大蔵省本省機構全般にわ

たって簡素化が行なわれたが，このなかにあって国税

課は全体の縮小傾向とは逆に国税第一課，関税第二課

の2課に分れ，その機構を拡充した。この結果，菌税

に関する事務を直接国税と間接国税に分け，国税第一

課は直接税関係事務を，国税第二課は間接税関係事務

と酒類の生産および販売統制事務を分掌することとな

った。また，国税第一課は， 17年2月から施行された
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「税務代理土法Jに関する事務も管掌した。

納税促進策は経理課によって考案され，納税を貯蓄

奨励と結合して推進するため，民間の金融機関や各種

納税機関を政府の統制下におき，徴税補助団体として

動員する徴税方式が企画された。その成果は「納税施

設法案」にまとめられ， 17年末，第81議会に提出され

た。 18年6月から経理課の分課規程に「納税思想ノ普

及及宣伝及納税施設ユ関スルコト」が加えられたo

「納税施設法」の施行によって徴税機関の補助的役割

を持つ各納税施設は画期的に拡張されたが，こうした

徴税機構の強化からさらに進んで，やがて「精神主義」

に訴えることになっ・ていくのである。

(3)金融機構再編成と金融行政機関の綿小

太平洋戦争の開始によって軍需生産資金の需要が一

段と増加し，その資金確保のためには国家資金をいっ

そう計画的・統一的に動員しなければならなかった。

日華事変期の金融政策は，国家機関が直接に個々の金

融機関，事業会社の資金・経理等を統制し，それによ

って生拡資金，国債消化資金の確保を図るというもの

であった。しかし，もはや個々の統制では足りず，金

融機構全般にわたって改革を行ない，金融統制を強化

することが必要であった。 17年にはいると「財政金融

基本方策要綱J(16年7月公布〉によって示された基本

原則に基づいて，金融機構の再繍成は具体化していっ

た。 17年2月，まず「日本銀行条例Jが廃止され，新

たに「日本銀行法」が公布されて，日本銀行の機能は根

本的に改革された。また，開戦によって必要となった

新金融機関として， 3月に南方開発金庫， 4月に戦時金

融金庫が設立された。同じく 4月には「金融統制団体

令Jが公布され，これに基づいて全国の主要金融機関

を包括した金融統制会が設立されたo

こうした金融機構の再編成に伴って，金融統制の実

擦的事務と運用は日本銀行・全国金融統制金に委離さ

れていったo大蔵省は資金計画等の大綱を決定し，そ

れを実行するうえに必要な具体的措置は，日銀・金融

統制j会を中心とする金融機関の自主的な指導統制にま

かせるとL、う方式がとられるようになった。
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この行政事務の委譲と，全般的な行政簡素化の要請

とによって，日華事変期を通じて拡大してきた金融行

政部局は， 17年11月の機構改革以後，しだいに縮小さ

れていくことになる。

昭和16年7月に新設された会社部は再び理財局に合

併されたが，理財局内の機構も17年11月には大幅に改

組された。すなわち，同局中最も古くからあった国債

課は国庫課に併合され，地方債謀は前述のとおり総務

局に移管となり，外事課は外資局〈後述〉に移された。

そして新たに金融課が設けられ，資金統制計画の中の

産業資金計画の作成と取引所の監督等を管掌すること

となった。この改正によって会社部を合併した理財局

は，国庫課，金融課，資金調整課，経理統制課の 4課

に縮小されたので、ある。

銀行局では，17年11月の改正によって，これまで金融

機関の資金調整および経理統制に関する事務を分掌し

ていた調査課と，銀行検査を分掌していた検査課が合

併して管理課となったo 管理課は前両課の事務を引き

継いだほか，全国金融統制会に対する行政監督をも管

掌したo この結果，同局中の課は特別銀行課，普通銀

行課，庶民金融課，管理課の 4謀となった。

(4)外資局の設置

昭和17年11月の改正によって，従来の為替局は外資

局となったが，これは単なる改称ではなく，太平洋戦争

開始によって転換することになったわが国の対外金融

.経済政策に対応する機構への改編を意味するもので

あった。すなわち，日華事変以降，英米との関係が悪化

するにつれ日本経済が対欧米貿易に依存する度合いは

しだいに低下し，これに代わって中国・満州等の円ブ

ロック経済圏との結びつきが強まっていった。太平洋

戦争の開始によって対欧米貿易から円ブロック貿易へ

の転換は決定的なものとなり，いわゆる「大東亜共栄

圏J地域との貿易，さらにはこの地域の財政・金融通

貨政策を進めていくことになった。ところが，従来の

為替局の機構は欧米諸国との貿易を基調に組織されて

いたので， r大東亜地域Jに対する総合的経済政策を進

めていくにあたって多くの事務上の支障をきたした。
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また，大蔵省内において，為替局所管の事務のうち対

外投資に関しては理財局外事課の事務と，金政策に関

しては理財局国庫課の事務と重複する部面があり，海

外情報収集・海外財政経済の調査事務は所管各課が個

別に行なっていたので，これらを総合することも必要

であった。このような機構上の欠陥を克服し， r大東亜

共栄圏」の金融行政を中心に対外政策を担当する部局

として，外資局が設置されることとなったので、あるo

外資局の管掌事務は次のとおりである。

(1) 対外決済方式に関する事項

(2) 通貨の換算率に関する事項

(3) 在外資金その他在外財産に関する事項

但)外国為替の管理に関する事項

(5) 海外における財政および金融の調査に関する事

項

外資局には参与および総務課，計画課，為替課，管

理課の 4課が置かれた。

従来の理財局外事課，官房企画課の所管で、あった海

外の財政・金融の調査事務は計画課が担当することと

なった。また，理財局国庫課所管であった金に関する

政策と敵産の管理および在外財産の管理事務は管理課

が管掌することとなった。

こうして改編された外資局を中心にして，満州・中

国における円系通貨政策，南方占領地域の通貨金融方

式の立案，タイ国・仏印との金融協定，軍票の発行，

外資金庫の設立等々， r大東亜金融圏形成Jのための工

作が進められることとなるo

昭和18年4月，新設の交易営団による貿易によって

生じる差損金，中支・南支との聞の為替換算率統ーに

より生じた貿易上の差損を調整するために，為替交易

調整特別会計が設置された。同時に，日本側の設収ま

たは管理した敵産を統一運営するために，特殊財産資

金特別会計が設置された。この両会計の運用は前者を

為替課，後者は管理課が担当した。

昭和20'年2月，外資金庫の設立に伴って同局の機構

は再び編成替えされたo 新たに外資課が設けられ，こ

こで外資金庫の設立が準備された。管理課は廃止され，

その管掌事務は為替課と外資課に引き継がれた。しか

し，翌3月にまた機構の改正が行なわれ，為替課と外

資課が廃止され，管理課が再び設けられた。同局は総

務課，計画課，管理課の3課となり，外資金庫の運営

は総務課が担当し，管理課は為替・外資両課の所管し

ていた事務を管掌することとなった。

2 昭和18年の行政簡素化およびその後の

局課の廃合

昭和18年11月，軍需省設置に伴って再び行政簡素化

のための行政機構全般にわたる改革が行なわれた。 18

年にはいって戦局が悪化し，船舶・航空機の損害が目

だって増加するにつれ，軍需生産への資金の動員をい

っそう強力に行なう必要が生じた。政府は18年3月，

「戦時行政職権特例Jを公布し，鉄鋼，石炭，軽金属，船

舶，航空機の 5重点産業への生産力集中を図るため，首

相および各大臣に強力な命令権を与え，軍需生産の重

点的な増産に努めた。金融の面からもこれを促進する

政策がとられ， r企業整備資金措置法Jをはじめ資金統

制法規が次々と出され，統制はますます強化されてい

った。しかし，資金，資材，軍bカ，労務などすべての

ものの欠乏は日ごとに激しくなり，戦争経済は破局へ

と向かうのであるo

昭和18年11月の行政機構整備強化以降， 20年の終戦

に至るまで，大蔵省の機構にもしばしば改革が加えら

れ，事務の増加とは逆に機構は全体として縮小されて

いった。

(1)営繕管財局の廃止と総務局・官房機構

昭和17年の改正で内局に入れられた営繕管財局は，

18年の改正によって廃止されることとなり，その管掌

事務の一部は大臣官房へ，一部は各省へ移管された。こ

れに伴って官房には営繕課が新設された。営繕管財局

管掌であった国有財産に関する事務は総務局へ移管さ

れたため，総務局でも課の改正が行なわれた。これまで

の企画課は総務課と改称され，地方財務課は財務課と

改められ国有財産に関する事務をも管掌することとな

った。 19年8月に再び改正が行なわれ，財務課は盟有
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財産課と改められ，また，企業整備課は廃止された。

昭和泊年3月，総務局機構の全面的改正が行なわれ

たo総務課，考査課，国有財産課が廃止され，同局は

文書課と企画課の 2課となった。さらに同年5月，同

局は廃止され，その管掌事務は官房へ移管された。な

お，国有財産管理事務はこの時主税局へ移管された。

20年3月の改正で，官房に新たに戦時施設課が設け

られたが.5月，総務局の廃止によってその事務が移管

されたため，官房は秘書課，会計課，営繕課，戦時施

設課，文書課，企画課の 6課を持つこととなった。な

お，終戦後，戦時施設課は廃止となり，庶務課が新設

されたo

(2)税関の運輸省への移管，醸造賦験所廃止と

主税局機構

昭和国年11月の改正で醸造試験所は廃止されて主税

局に合併され，主税局内に醸造技術課が新設された。20

年3月の改正で，主税局機構も縮小されることとなっ

た。すなわち，従来の圏税第一課は第一課と改称され，

従来の国税第二課と関税課，醸造技術課の 3つが合併

して第二課となり，経理課が第三課となった。この結

果，同局は3課となった。同年5月，官房企画課から

地方税に関する事務が移管されたのに伴って分課規程

の一部が改正され，地方税に関する事務は第一課が管

掌し，第一課の管掌であった国有財産関係事務は第三

課に移された。

昭和18年11月の改正で運輸通儲省が創設されると同

時に，戦時海運行政の実施機関として各地方に海運局

が新設された。そして，これまで税関が所管していた

諸業務は海運局に併合されることとなった。

日華事変以降，従来の関税徴収と港湾行政業務のほ

かに為替貿易統制事務が増加したため，税関の機構は

しだいに拡張されたが，太平洋戦争の開始と時を同じ

くして「戦時海運管理令」が公布されると，港湾行政

は新設の海運局に移管されることとなり，これに伴っ

て税関の機構は全面的に再編成された。

海運局の設置によって，海運行政の思家管理が図ら

れることとなったが，このころから開港場における関
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第6期戦時下の財政金融と大蔵省

2 戦時下の専売事業と機構改正

(1)日華事変期の専売事業と機構改正

わが国の専売制度は，日露戦争にあたって戦費を補

充するという役割をもって創設されたもので，当時，

専売事業収入の一般会計歳入に占める割合は 1割内外

であった。ところが，満州事変以降はこの割合は低く

なり，財政規模が膨脹するにつれて，専売益金の財政

上の地位は低下していった。すなわち，専売益金の一

般会計歳入に出める割合は，昭和7年から10年に至る

聞は 8%内外であり， 11年に 9%を示したが，その後

毎年低下して， 16年には4.8%まで下がったO

しかし，専売益金が収入財源として軽視されたわけ

ではなく，むしろ積極的に増収計画が進められたoその

結果，一般会計への専売局納付益金は， 12年2億5，758

万円から， 16年には4億 1，493万円へと約61%の増加

を示した。

この益金増加の中心となったのはたばこの値上げで

あった。たばこは11年11月に平均15%値上げされたが，

日華事変が始まってからは，臨時軍事費の財源充当の

ために13年1月平均約11%の値上げが行なわれ，次い

で14年11月からは平均20%値上げされた。さらに16年

11月からは，購買力吸収を名目とし平均約27%の値上

げ、が行なわれた。 13年以降の 3回にわたる値上げだけ

で70%に及ぶという大幅な値上げであった。たばこは

一般会計歳入補足のみでなく，臨時軍事費財源として

の役割をも果たしたわけで、あるo

ところで，専売事業が日華事変以降の戦時体制の中

で‘果たした役割は，財政収入の補充とL、う本来の役割

のほかに，軍需生産の増強に参加するということであ

った。

昭和12年からアルコール専売制度が実施されたが，

さつまいもを原料とするアルコールの増産，その混用

によるガソリ γの消費節減ということが液体燃料自給

策の重要な課題として取り上げられ，企画院を中心と

して協議が重ねられた結果，大蔵省専売局所管となっ

た。このアルコール専売制度の準備を行なったのは，
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11年7月，長官官房に新設された調査課であった。そ

してアルコール専売実施による機構改正 (12年4月〉

によって，販売部販売課に新たにアルコールの販売，

輸出入，収納および運送に関する業務が加えられ，収

納部には企画課が新設されて，アルコールの製造計画，

製造原料の購買，製造原料生産者の組織する団体につ

いての事務や，生産費の調査等を管掌した。また，収

納部技術課が第一技術課，第二技術課に分かれて拡充

され，第二技術課はもっぱらアルコーノレ製造に関する

業務を分掌することとなった。

アルコール専売は，財政収入を目的とするものでは

なかったが，塩・樟脳両専売品より高い益金をあげて

財政専売の性格も持ちながら，日華事変期の軍需生産

に大きな役割を果たしたのであるo

たばこは，前述のような大幅な値上げが行なわれた

にもかかわらず，その需要は急激に増加した。 12年度

に比べて16年度の製造総数量は25%の増加となってい

るが，これでも供給が需要に追いつけぬ状態で， 15年

には市中で品不足が目だち，販売抑制策を講じなけれ

ばならなかった。需要が急増したおもな原因は軍用た

ばこの需要がふえたことで，陸海軍は専売局から直接

買付けを行なった。専売局はこうした事態に対処する

ため，製造部の機構を拡充するとともに，高級たばこ

の製造を中止し (15年9月)，軍用たばこ「ほまれ」へ

の製造設備の転換を行なうなど，たばこ製造は軍用た

ばこを中心に行なわれるようになっていった。なお，

この時期には需要の増加に伴って製造工場の作業量は

増大したにもかかわらず，熟練工不足，機材・資材不

足などによる生産条件の悪化が目だち，その対策に努

めなければならなかった。 13年4月には製造部に機械

課が新設され，専売工場内の作業場の配置計画，電気

機械器具，工場設備の管理等を管掌することとなっ

た。

昭和14年7月には製造部がたばこ製造部と酒精製造

部の 2つに分けられた。また， 14年11月にはたばこ製

造部に置かれていた管理課を長官官房に移管し，従業

員の待遇および勤務条件等の労務管理を管掌させた。

さらに15年8月には，地方局のたばこ工場および分工

場の大部分を廃止し，出張所に併合するとしづ改革も

行なわれたo

生産力拡充政策の進展に伴って，ソーダ工業の原料

である塩の需要は増加し，こうした工業用塩を中心に

この時期の塩の需要は急激に増加していったo これに

対して，園内需要の大半を外国塩に依存していたわが

国としては，国内塩の増産を図るとともに，悪化する

輸入条件のもとでそれに対処する方策を検討しさら

に需給対策を新たな段階で考える必要があった。 14年

7月の改正で，収納部の第二技術課は，塩の鑑定・保

存・生産指導を行なうこととなった。また， 14年に塩

賠償価格の大幅な引上げを行ない増産奨励に努めたが，

労働力不足等生産条件の悪化により 14年度を頂点とし

て塩の生産力は低下していった。一方，輸移入塩につ

いては，国際収支上の要請と海上運賃の急上昇などか

ら遠海塩の輸入は減少し， 16年度には輸移入塩の90%

までが近海塩によって占められることとなった。近海

塩についてはその増産計画も進められたが，その供給

高は計画に達しなかったうえ，価格も急速に上昇して

いった。こうして15年以降は，工業用塩のみでなく食

料用塩の不足も深刻となり，価格のいかんよりも数量

の確保が緊急の課題となった。そして供給能力は限界

に達し，やがては販売抑制の対策が講じられることと

なるo こうしたなかで、塩専売の赤字はしだし、に増大し

ていった。

軍需生産の拡大につれて軍需資材の輸入は急増した

が，こうしたなかで欧米向けの輸出品である樟脳関連

産業製品の輸出は，輸出振興策上重要なものとして積

極的に取り上げられることとなった。

専売局は昭和12年度から，新規製脳の許可などの取

扱いを緩和して増産を奨励し，また数度にわたる大幅

な補償金引上げなどの増産対策を講じた。 13年4月か

らは，販売部販売課と収納部収納課に樟脳および樟脳

油の販売，生産，賠償および補償に関する事務が付け

加えられた。また，製脳人の納付に関する経費を節減

し，納付を容易にするため，14年7月の大蔵省令によっ
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第5l聖戦時下の大藤省機構の諸問題

て，各地方専売局で樟脳の収納事務を取り扱うように

するとともに，各地方局管内に出張所17カ所を増設し

て収納にあたらせ，さらに省令の規定によらず，専売

局が任意に収納官署を設置できるようにし，同年9月

からこれを施行した。

第2次大戦の開始によってドイツ合成樟脳が欧米市

場から姿を消すにいたると，樟脳の海外需要は増加し，

海外からの注文に生産が追いつかぬほどであった。

樟脳のいっそうの増産を図るため，製脳原料を確保

するための諸対策や，製脳組合の指導および交付金交

付による財政的援助などが積極的に行帽なわれた。しか

し， 12年以降，製造人，製造場などはし、ずれも減少す

るばかりで， 16年には12年の70%ほどに減少した。樟

脳収納量も12年に比して16年のそれは組製樟脳67%.

樟脳油64%，再製樟脳61%と，いずれも 3"'4割の減

産となった。

昭和国年下期から樟脳の欧米向け輸出は途絶したた

め，在庫過剰の傾向を示すようにもなったが，これ以

後の樟脳はセルロイド，フィルム，航空機用塗料など

軍需用品の原料として，他の専売品と同じ〈軍需生産

の増強に参加するとし、う役割を果たしたのである。

なお.12年から16年までの専売局事業益金の事業別

内訳をみると，たばこ以外の専売事業はし、ずれも赤字

を示しているo 特に塩は14年以降赤字に転じてから，

その額は増大するばかりで， 16年の赤字額は1，878万

円にも達している。樟脳もその益金はしだいに減少し

て16年以降赤字となった。 12年度から実施されたアル

コール専売は，一般用途売りについては13年から石当

り7円， 15年から 1キロリットル当り 9∞円，さらに

16年から 1キロリットル当り平均 1.050円としづ大幅

な値上げが行なわれたが， 14年度の収支は 267万円の

赤字であった。たばこのみは毎年2""3億円をこす黒

字を示し， 16年には4億円をこす黒字となっているo

たばこ以外の専売品は，工業用軍需および直接の軍需

が増加するにつれて，生産費の増加に見合う値上げが

困難となったため，¥..、ずれも赤字を示すこととなり，た

ばこも軍用たばこは値上げから除外されたが，その他
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のたばこの大幅な値上げなどによって，益金増収の中

心的役割をたばこ専売が果たしたのである。

(2)昭和16年の全面的機構改正

昭和16年4月，官庁機構全般にわたって事務を能率

化するための再編成が行なわれたが，これに伴って専

売局も中央・地方を通じて全面的にその機構を改正し

~~ 
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中央の機関である専売局には長官官房のほか，たば

こ事業部，たばこ製造部，塩脳部，酒精部および経理

部が置かれた。従来の機構は販売部門，製造部門，原

料調達部門に分れていたが，この改正によって全機構

は製造品目別に分けられ，原料調達，製造，販売が一

貫した組織によって行なわれることとなった。また，

販売部門に比して収納・製造部門の拡張，特に技術関

係の部局の強化が目だっている。これは，専売品の販

売・収納・輸出入とし、う流通部門に重点をおいていた

専売本局の機能が，日革事変以降の戦時体制のもとで，

直接生産部門の管理にのり出す方向へ転じていったこ

とを示すものである。

地方機関の改正のおもなものは，新たに地方専売局

と出張所の中間の機関として支局が設けられたことで

ある O この改正によって，地方専売局は11カ所，地方

専売局支局は12カ所，出張所は 151カ所となった。

専売本局の業務の増大，機構の拡張とともに，12年以

降，その職員数も増加した。特に技師・技手の増員が

目だった。技師は12年3月の 108人から15年11月には

126人にふえ，技手は同じく 1，112人から 1，388人に

増加しているo また，事務関係職員も増加した結果，

専売本局定員総数は12年3月の 4.397人から15年11月

には 4，948人に増員された。しかし 16年4月の機構

改正によって，従来より少ない職員で新段階に対応す

る体制が作られ，また，管理部門よりも工場・現場に

重点がおかれ，労働力不足に対処する関係からも，本局

の定員は削減されることとなり，改正とともに4，806

人となった定員数は，その後も毎年減少していった。

(3)太平洋戦争下の専売事業と機構改正

太平洋戦争期にはいって，専売益金の一般会計歳入

に占める割合は一時増加したが，昭和18年を頂点、とし

て低下し，その後は物価の騰貴にもかかわらず，専売

益金は名目的にさえ減少していった。すなわち，専売

益金の一般会計歳入に占める割合は， 17年に6.1%，18 

年には 7.7%と16年度より増加したが， 19年には 5%

となり， 20年にはに 4.4%低下した。しかも， 17年に

5億 6，240万円であった専売局益金が， 18年には10億

7，240万円へと倍増したが， 19年には前年に比して，

約2，2∞万円の減少， 20年にはさらに 800万円減少と

なっているのである。アルコール専売は17年度から商

工省へ移管され (18年度からは軍需省へ移管〉たが，塩

はすでに14年度以降，樟脳は16年度以降赤字となり，

その額は増大するばかりであった。このなかで，たば

こ専売のみ黒字を続けたが，その黒字額は20年に至っ

て前年より減少を示すこととなったO

たばこは16年11月の値上げに次いで，この時期にも

3固にわたって大幅に値上げ、された。 18年 1月には平

均61%，同年12月には50%，20年3月には39%の値上げ

が行なわれた。しかし， 18年度を頂点として，たばこの

製造数量は減少し 20年3月の空襲のため東京・大阪

・名古屋の 3工場が焼失したのをはじめ，たばこ工場

の空襲による被害が続出するに至って，もはや専売益

金の増収は不可能となったのである。こうして，他の

専売の赤字を埋め合わせながら，一般会計および臨時

軍事費会計の歳入補足の役割を果たしてきたたばこ専

売も，ついに収益力の限界に達することとなったので

ある。

この時期の専売事業は，資材，機械，動力，労働力

などすべて不足し生産条件がますます悪化していくな

かで，車需品の増産という目的を果たすためにあらゆ

る努力をはらうとともに，民需用の販売抑制策を進め，

軍需資材確保に努めた。

たばこは，海外からの輸入の途絶，内地葉たばこの

減産などによって葉たばこは急激に不足し，非常対策

として玉あじさい・いたどりを代用葉たばことして買

い上げることが17年8月から開始された。また「大東

亜共栄圏煙草政策Jに基づいて南方諸地域での葉たば

こ栽培にも努めた。しかし葉たばこ不足は解消され

ず，その他の生産条件の悪化も加わって，たばこ製造

量は18年以降急激に減少していった。そのため， 16年

4月ころから，民需用たばこの販売を抑制する対策が

次々と実施されることとなった。

まず， 16年4月から，小売庖における空箱，空包装

引替えにたばこの 1個売りが開始された。一方， 18年

5月から，重要産業労働者に対する「特配」が実施さ

れたo これは重要な生産に従事している者に対し， H金

鶏"と町はぎ"を特別定価で売り渡したものであるが，同

時に「配給の確保」を図ることが目的のーっとされてい

た。 19年7月には，たばこの「ばら売り」が開始され

たo これは包装用紙不足のため，まず，特配用問金鶏"の

「ばら売り」が始められ，これに伴って「ばら売り価

格」が告示された。そして19年11月1日からたばこの

割当配給制度が実施され，隣組を単位として小売庖に

登録し，その成年男子数を基礎として劃当を行ない，

隣組内で適当に分配することとなった。配給数量は成

年男子1人につき 1日6本を基準としたが，のちには

2"'3本に削減された。こうして民需用のたばこ販売

は抑制されたが，重要産業労務者に対する「特配」は

続けられ，また，たばこ品種の整理も行なわれて，た

ばこの製造は従来にもまして軍需用中心に行なわれる

こととなった。

塩の割当配給制度は17年 1月から実施された。一般

家庭用に対しては全国一律に1人1カ月 2∞gの配給

のほかに，漬物時期，農家の特殊性等を考慮した加算

割当が行なわれ，業務用消費者に対しては買受実震に

基づく割当が行なわれた。しかし， 19年になると塩の

供給不足がひどくなり，それに伴って漬物用，味噌・

醤油用，水産用その他の加算塩，業務用塩全般にわた

る消費規制はいっそう強められた。

塩の割当配給制度は，食料塩のみならず工業塩にも

適用されるものであったが，ソーダ工業塩はこの対象

からはずされていたo

割当配給制度の実施によって消費規制を行なう一方，

ますます増加する需要に対処するためには，塩のいっ
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そうの増産が必要であった。わが閣の塩専売史上，他

に例をみないほど多くの制度の改廃が行なわれ，また

「大蔵大臣が塩の増産のために全国を行脚するJ(広瀬

豊作述〉ほど，塩増産に懸命な努力がはらわれた。増

産対策のおもなものは，新規塩田築造，廃止塩田の復

活奨励，製塩技術の指導改善，塩賠償価格の引上げ，

製塩禁止区域の撤廃， 自家用塩の製造許可等であっ

。
た

昭和19年2月の塩専売法の一部改正によって，同年

4月から苦汗が専売品目に加えられた。苦汁専売の目

的は，航空機の重要資材であるマグネシウム，航空燃料

に欠〈ことのできないプローム，爆薬の原料である加

盟などが，製塩の際に生ずる苦升の中に多量に含まれ

ているので，これを専売に移し，生産者に苦升納付の

義務をおわせ，専売局がその貯蔵・管理を行なうとと

もに，需要者に対して直接これを供給しようとしたも

のであった。

樟脳は，精製揮脳，セルロイドなどの軍需資料とし

ての需要が高まり，特に樟脳がハイ・オクタンの高級航

空燃料用に供給されるにいたって，増産奨励はますま

す盛んに行なわれた。増産奨励のために，補償金増額，

奨励金の交付が行なわれたほか.18年 6月には国策会

社として日本樟脳製造株式会社が設立された。加年3

月には，樟脳・樟脳油緊急増産対策要綱が閣議決定さ

れたが，樟脳の生産量は.17年以降，年々減少してい

ったo

昭和19年3月，i専売局ユ於テハ当分ノ間専売品以外

ノ軍需品其他ノ物品ノ製造ヲ為スコトヲ得Jという勅

令〈昭和19年勅令第1卯号〉が公布されたo

こうして，太平洋戦争期の専売局は，財政収入調達

機関から軍需品製造工場へとその性格を変えていった

のである。

之、の時期の機構改正のおもなものは， 17年4月，ア

ルコール専売の商工省への移管に伴う酒精部の廃止，

19年4月，苦汁およびたばこ用巻紙が新専売品に加え

られたのに伴う塩脳第二課〈苦汁に関する事務〉と経理

部資材課(たばこ用巻紙に関する事務〉の新設であった。

。
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地方機関の簡素化は19年7月実施され，各地方専売局

内の機構は従来の事業部，鑑定部，製造部，庶務部の

うち，前の 2部を配給部，収納部と改めた。また，地

方専売局管轄下の諸機関を単純化し，たばこ販売所を

出張所に，専売工場の大部分をも出張所に統合し，さ

らに分工場を廃止した。これによって，地方機関は地

方専売局一支局一出張所の線を中必に運営されること

となった。

昭和20年5月，行政簡素化のために中央機関の全面

的改正が行なわれ，これによって本局の機構は長官官

房，たばこ部，塩脳部の 3部に縮小された。これに伴

って，職員数も減少し， 16年に 4，806人であった官制

定員総数が， 20年5月には 3，368人になった。

3 戦時下の造幣事業と機構改正

(1)日華事変期の造幣事業と機構改正

造幣局の事業は，貨幣の製造，旧貨幣の鋳潰，章牌・

記章・極印の製造，地金銀の精製分析，合金の製造，

貴金属製品の品位証明および諸鉱物の試験であるが，

これらのうちで日華事変期に特に発展したのは，貨幣

の製造と地金銀の精製ならびに品位証明，そして勲章

の製造であった。

満州事変以降のイソフレ政策は通貨の膨脹をきたし，

それに伴って補助貨幣の発行高も年々増加していっ

たo 日華事変の開始によって財政規模はいっそう大き

くなり，生産力拡充政策によって軍需産業資金需要が

増大していくなかで， 50銭以下の小額貨幣の需要は造

幣局の製造能力を越えて急激にふえていった。しかも，

銀・ニッケルなど，これまでの補助貨幣の素材をもっ

て， この需要に応じていくことは困難であり，加えて

これらの金属は軍用資材としても重要なものであった

ので，そうした軍需との関係で補助貨幣の材料はしば

しば変更され，補助貨幣の素材変更を行なうことが要

請された。

昭和1~年 6 月，貨幣法に対する特別法として「臨時

通貨法」が制定され，次々と新しい素材や形式により

臨時補助貨幣として発行されることとなった。この結
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果， 10銭， 5銭， 1銭の小額貨幣の種類は急激に増加

し， 日華事変以降の戦時体制進行中に変更された補助

貨幣の種類数が，造幣局創業以来昭和12年までの 66

年聞に作られた種類数とほぼ同じであるというほどに

達した。製造枚数をみても，同じく 66年間の総計71億

枚余に対して， 12年以降終戦に至るまでの総計が 103

億枚余で，この時期の補助貨幣製造量の急増ぶりを示

している。

金の増産と政府への集中を図るため， 12年8月に，

「産金法」が制定され，金精錬業者，合金鉱物買入業

者が政府の管理下におかれ，金の使用が制限されると

ともに，民間においても政府の奨励政策に応じて金集

中の運動が始められた。こうした政府・民間の金集中

運動の結果として，金は各地から造幣局へ運び込まれ，

特にその運動が高まった14年夏から約 1年間は，金に

関する業務が急激に増加した。各地からの金はまず総

務課地金係で受け付けられ，試験課で化学試験を受け，

最後に製錬課で精製されて純金となり，これが日本銀

行に引き渡されたのであるが，その量が多かったため，

定員の増加，設備の拡充など行なったにもかかわらず，

これらの課の作業は，休日も休憩もなく，夜遅くまで

続けられたという。

勲章・記章の需要は，満州事変以来，論功行賞や表

彰制度の実施が盛んになるにつれて増加していったo

この作業は機械による大量生産が不可能で，手工業的

に行なわれるため，需要数が増加するにつれて作業員

の増員が必要であった。

日華事変開始直後の12年8月，大阪の造幣本局では

分課規程の全面的改正が行なわれた。従来の総務部，

作業部の 2部制を総務部，製造部，試金部の 3部制に

改め，部の下に課および係を置き，事務と作業を通じ

て一貫した組織が作られた。きらに13年4月と15年11

月に一部改正が行なわれた結果，造幣本局は増大した

業務に対処する機構に拡大された。

総務部，製造部，試金部の 3部が置かれ，総務部には

総務・監理・経理・工作・保健・研究の 6課とその下に

16の係が置かれた。製造部は錯解・貨幣・彫刻・第一

勲章，第二勲章の 5課とその下に12の係o試金部に試

験・製錬の 2課とその下に 5係となった。本局のこの

ような拡充とともに， この時期には地方部局の新設，

増設が行なわれ，また，建物・工場設備の新築と改良

はほとんど毎年のように行なわれた。

特に大阪本局の機構改Eと同時に拡張された東京出

張所は，金集中運動によって多忙をきわめた地金の品

位証明作業のほか，新たに必要となった精製作業を担

当した。 15年にはし、ると東京出張所は総務・製造・試

験・製錬 R・研究の 5課とその下に16の係を持つほど拡

張され，大阪本局と並ぶ機関となった。

また，従来，東京出張所が唯一の地方機関であった

が，産金奨励策が進められるなかで産金地帯に近い場

所に出張所を作る必要が生じ，札幌・秋田・熊本の 3

カ所に出張所が新設された。これら出張所では鉱物試

験，地金銀および貴金属製品の品位証明作業と地金銀

精製依頼の受付けを行なった。

造幣事業の拡大，機構拡充によって職員，工員数も

急激に増加した。 11年度に 843人であった職員，工員

総数が16年には 3，207人に急増している。職員では技

師・投手の技術関係の増加が目だっている。技師は11

年の7人から16年の17人へ，技手は同じく 40人から93

人へと，いずれも 2倍以上の増員であるo

工員数は11年の 656人から16年には 2，542人へと 4

倍ほどの増加を示したが， これでもなお労働力不足の

状態であった。

(2)太平洋戦争下の造幣事業と機構改正

この時期の造幣事業のうち，補助貨幣の製造はイン

フレーションの進行につれてますます需要が増加し，

17年度の補助貨幣製造高は，造幣局創業以来の製造総

数の約2割に相当する巨額に達した。また，太平洋戦

争によって拡大した占領地域の貨幣製造まで引き受け

ることとなったo蒙彊の 1角・ 5分および1分アルミ

ニウム貨幣，仏領インドシナの 4分の 1仙亜鉛貨幣，

東インドの貨幣10セントすず貨幣および1セント・ア

ルミニウム貨幣などの製造が行なわれた。

さらに，戦局が進展するに伴って勲章製作の作業が
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いっそう増加し，また，貯蓄や生産奨励のための表彰

制度がふえるにつれて，動労顕功輩などの章牌類の製

作も急激に増加していった。

試金部の担当する重要金属地金および鉱物の分析試

験と，重要金属地金の精製およびその淘汰湾の精錬に

関する業務は，軍需生産にとって欠くことのできない

重要なものであったから， この業務は増加する一方で

あった。

昭和19年8月には「造幣局ニ於ケル軍需品等ノ製造

ニ関スル件J(昭和19年勅令第513号)が公布され，造幣局

でも軍需品を製造することになった。この勅令公布と

同時に10銭・ 5銭すず貨幣の製造は打ち切ら.ft，貨幣

製造施設の遊休化したものが軍需産業に向けられた。

造幣局の工場も航空機や砲弾の部分品を製造する軍需

工場と化していったので・ある。

造幣事業の拡大に伴って，大阪本局および東京出張

所の機構はいっそう拡張された。本局では総務・製造・

試金の 3部は目撃時変期末と同じであったが，その下

の課は3課，係も10係増設されているo東京出張所は

18年9月から東京支局と改称されて拡張工事が行なわ

れ，貨幣製造工場が建設された。占領地域貨幣製造の

ために広島に工場が建設され，広島支局として発足し

た (20年2月〉。一方，太平洋戦争開始後の金集中運動

の業務衰退から，宇L暁・秩田及び熊本の 3出張所を関

鎖，熊本の設備だけは，久留米出張所として残すこと

となった (18年11月〉。

このほか工場の増築，設備の増設などが盛んに行な

われたが， 20年にはいって空襲が激しくなるにつれて

工場・設備の被害はしだいにふえていった。 2α年4月，

東京支局はほとんど全滅， 6月の空襲では大阪本局の

勲章工場と工作工場の大部分が被害を受け，広島の原

爆投下で横)11工場は全滅し，久留米出張所の一部もま

た損害を受けるに歪った。

空襲の激化とともに各工場の資材不足もまたひどく

なっていったo陶製の補助貨幣を作る研究が進められ

たのもこのころで，金属類の不足が特に自だったo ま

た，工場従業員の応召などによる不足が著しく，挺身
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隊，学徒動員がその補充として行なわれたが，作業成

績はあがらず，職員は作業よりも防空・防災に忙殺さ

れるという状態であった。

この時期の造幣局職員の動向をみると，従業員総数

は前期(16年度)の 3，207人からさらに増加して， 18年

度は 4，537人に達したが，その後は19年の 3，996人，20

年の 2，383人としだし、に減少していった。造幣局の官

制定員は16年の 170人から， 18年には 208人，20年には

233人と増加していったが，前に述べたような空襲に

よる工場の被害と工員の応召などによって，全体とし
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ては減少していったので、あるo なお，戦時中の労務制

度で特徴的なことは職制の強化であるo 日華事変以降，

この職制は著しく増加したが，17年4月になると，職制

段階は工師，工長，組長，工掌，事務工手，工手，見

習工，臨時工手，定雇，臨時雇の10種類に分けられ，さ

らに18年12月には工掌の代りに副組長制を設け，工手

を1等から 3等までの 3階級に分けた。「工場規程」

も，工員の作業状況を監視する多くの規程が新たに加

えられて「工員規程」と改称され，職制を通じて軍隊

式のきびしい規律で統制されていったので、あるO

占領下の財政金融と大蔵省

第 7期(昭和20年~昭和 27年)


